
評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ-１-（１）-①
理念、基本方針が明文化され周知が
図られている。 b

理念・基本方針は局レベルのホームページ
に明記されており、当部門としても事務所
に掲示し、一部の職員ではあるがＩＤカー
ドホルダーの裏側に挿入し、常時確認でき
る状態にあり、周知されている。利用者に
は入所の際に重要事項説明書に掲載された
内容を説明し、周知を図っているが、継続
的な確認はなされていない。

Ⅰ-２-（１）-①
事業経営をとりまく環境と経営状況
が的確に把握・分析されている。 b

経営環境や課題に付いては、事業報告や運
営委員会資料で把握・分析されているが、
全国で展開されている事業に関してが主と
なっており、位置する地域(所沢市・埼玉
県)での特徴・変化等の経営環境や課題を把
握し分析する内容とはなっていない。

Ⅰ-２-（１）-②
経営課題を明確にし、具体的な取り
組みを進めている。 b

事業報告や運営委員会資料からの方向付け
に従い、中期的に体制を整える部分と、国
の決定事項に従い展開される内容がある。
これらの内容は冊子にまとめられ、職員に
配布され周知が図られている。

Ⅰ-３-（１）-①
中・長期的なビジョンを明確にした
計画が策定されている。 a

中・長期計画は、５年を１期として策定さ
れており、理念や基本方針の実現に向けた
目標を明確にしている。経営課題や問題点
毎に担当・期間・達成レベル等が詳細に設
定され、具体的な数値目標も踏まえ評価・
見直しが行える内容となっている。

Ⅰ-３-（１）-②
中・長期計画を踏まえた単年度の計
画が策定されている。 a

中・長期計画のフォーマットに年度の事業
計画を織り込んでワンライティングでまと
められており、中期との繋がりを理解した
上で年度の目標の達成を目指したＰＤＣＡ
が遂行できる様、工夫されている。更にこ
こから職員は、関連づけたテーマを選び目
標展開に繋げている。

Ⅰ-３-（２）-①
事業計画の策定と実施状況の把握や
評価・見直しが組織的に行われ、職
員が理解している。

a

具体的な事業計画策定に付いては、職員の
検討から始まりボトムアップ方式で部門の
計画が決定される仕組となっている。評
価・見直しに付いては年２回行なわれ、実
施状況の確認がなされると共に、必要があ
れば内容の追加・変更・打切も検討され
る。

Ⅰ-３-（２）-②
事業計画は、利用者等に周知され、
理解を促している。 c

利用者に対しては、事業計画の説明や資料
の配付等は行なわれていない。

Ⅰ-４-（１）-①
福祉サービスの質の向上に向けた取
組が組織的に行われ、機能してい
る。

b

事業計画や目標管理の展開の中で、組織
的・定期的に実績確認・評価を行なう仕組
や手順が定められ実施されているが、自己
評価は行なわれていない為、その評価結果
を分析・検討する場は設定されていない。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果

（障害者・児サービス分野）

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ-４-（１）-②
評価結果にもとづき組織として取組
むべき課題を明確にし、計画的な改
善策を実施している。

c

自己評価を行なう仕組がない為、評価結果
の分析や改善策の策定・実施は行なわれて
いない。

Ⅱ-１-（１）-①
管理者は、自らの役割と責任を職員
に対して表明し理解を図っている。 b

事業計画は職員の検討を重視したボトム
アップ方式で策定される。そのまとめの段
階では、管理者が中期計画等との摺り合わ
せを行ない、部門の方針を集約している。
職務分掌に於いて責任と役割を明確にして
いるが、不在時の権限委任等は明文化され
ていない。

Ⅱ-１-（１）-②
遵守すべき法令等を正しく理解する
ための取組を行っている。 a

公務員の立場から、或いはそれに関わる法
令等からも法令遵守は義務付けられてお
り、職員も含め徹底されている。管理者
は、内/外部の研修や勉強会等の中で法令遵
守の観点での授業を受けた場合は、部門で
の報告会や回覧を通して職員に情報提供し
周知を図っている。

Ⅱ-１-（2）-①
福祉サービスの質の向上に意欲をも
ちその取組に指導力を発揮してい
る。

a

退所時に利用者アンケートを行い、サービ
スの質の向上に反映すべくデータまとめ・
分析が行なわれている。部門内で年に数
回、職員のグループ毎にサービスの質の向
上に付いてテーマを設けて議論する機会を
設定し、自らもその活動に積極的に参画し
ている。その中から利用者の満足度を計
り、又、職員の意見を反映する場ともなっ
ている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ-１-（2）-②
経営の改善や業務の実行性を高める
取組に指導力を発揮している。 b

中期計画や事業計画を踏まえ、方向付けさ
れた内容に付き、報告業務と併せ人事・労
務・財務等の管理がされているが、公務員
という立場から、主体的に判断し行動に結
びつける事は難しく、具体的な体制の構築
には繋がっていない。

Ⅱ-２-（１）-①
必要な福祉人材の確保・定着等に関
する具体的な計画が確立し、取組が
実施されている。

a

計画の内容に付いて、実数を持って計画を
策定している訳ではないが、現状に対して
増減があれば補正すべく、募集や増員要望
が行なわれる(現状維持が計画と認定）。将
来的に２～３年後を目指し、特に専門職
（有資格の職員）の配置等、必要な福祉人
材や人員体制に付いての案画はされてい
る。

Ⅱ-２-（１）-② 総合的な人事管理が行われている。 b

中期目標の｢国立の中核機関としての役割の
遂行に関する事項｣第２-(２）-④に｢期待す
る職員像｣が明示されており、年度毎に人事
評価制度に基づき職員個々の評価が行なわ
れている。人事基準は職員等に周知されて
おり評価面談も実施されているが、評価結
果自体は年功序列的なニュアンスもあり、
明確に職員が自ら将来の姿を描く事が出来
る様な体系になっているとは確認できな
い。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（1）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（1）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１－（2）　管理者のリーダーシップが発揮されている。



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

Ⅱ-２-（２）-①
職員の就業状況や意向を把握し、働
きやすい職場づくりに取組んでい
る。

b

労務管理に関するデータ管理は、報告業務
と合わせ責任者が行なっている。職員のメ
ンタルヘルスに関しては、ストレスチェッ
クが定期的に行われ、管理部内の相談窓口
と連携してフォローされている。福利厚生
に付いては、公務員共済組合で色々なサー
ビスが行なわれている。ワークライフ・バ
ランスへの配慮に付いては、Ｎｏ残業デー
の設置や時間単位の有給休暇の取得、又、
フレックスタイムの導入により効果的な施
策が図らている。

Ⅱ-２-（３）-①
職員一人ひとりの育成に向けた取組
を行っている。 a

中期計画の中で「期待する職員像」は明確
に示されており、目標項目・目標水準・目
標期限等が詳細に策定された目標管理、人
事評価制度が運営されている。年２回の職
員個別面接を行う等、組織の目標や方針の
徹底、又、職員の要望・意見等を確認し、
コミュニケーションのもとで職員一人ひと
りの目標が設定されており、進度状況・達
成度の確認もされている。

Ⅱ-２-（３）-②
職員の教育・研修に関する基本方針
や計画が策定され、教育・研修が実
施されている。

b

中期計画の中で「期待する職員像」は明確
に示されており、組織が職員に必要と期待
している専門技術や専門資格も明示してい
る。職員には、e-ラーニングの受講が計画
的に義務付けられており、必要とされる知
識や能力が示されているが、研修のまとめ
や課題の抽出、カリキュラムの評価・見直
し等は業者からフィードバックがなく、何
の為に実施しているのか確認できない。

Ⅱ-２-（３）-③
職員一人ひとりの教育・研修の機会
が確保されている。 b

新任職員に対するＯＪＴに関しては、全て
に関して標準的な実施方法に沿ったマニュ
アルが準備されている訳ではないので、指
導者により多少の差異はある可能性はある
が、利用者に対しては１人の職員が退所ま
で担当すると云う事から、大きな問題とは
ならない。外部研修に関しては、責任者か
らの声かけ・推薦に基づき、全員が参加で
きるよう配慮している。

Ⅱ-２-（４）-①
実習生等の福祉サービスに関わる専
門職の教育・育成について体制を整
備し、積極的な取組をしている。

a

中期計画に於いて積極的な受入れが明示さ
れている。自立支援局として、オリエン
テーション資料の作成やプログラム・スケ
ジュールの調整を学校と連携して行い、実
習担当者は、指導者研修を受けた職員が当
たっている。

Ⅱ-３-（１）-①
運営の透明性を確保するための情報
公開が行われている。 b

ホームページのセンター全体のサイト、及
び自立支援局のサイトに於いて理念・基本
方針始め、各種情報が公開されている。地
域との関わりでは、並木祭の開催に合わせ
て市内の福祉施設の参加を推奨したり、講
師として専門知識を地域の講習会等で要請
に応えている。又、用地が広い為、福祉避
難所の機能を担っているが、事業所の活動
内容を紹介する印刷物の配布等は行なわれ
ていない。

Ⅱ-３-（１）-②
公正かつ透明性の高い適正な経営・
運営のための取組が行われている。 b

事務、経理、取引等に関するルールに付い
ては、国立の施設である事から、法令や規
定が策定されており、職員に周知されてい
る。又、職務分掌が詳細に決められてお
り、権限・責任が明確にされている。内部
監査は定期的に行われているが、専門家等
による経営改善に関わる指導等は行なわれ
ていない。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

Ⅱ-４-（１）-①
利用者と地域との交流を広げるため
の取組を行っている。 b

中期計画や基本方針に地域との関わりの重
要性を謳い、活用できる社会資源や地域の
情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に
提供している。又、並木祭の開催等、地域
の福祉施設を招いてのイベントの開催や事
業公開の機会を設け地域に対し情報発信し
ている等、地域との交流を図っているが、
外部への買い物や通院に付いては、利用者
に任せている。

Ⅱ-４-（１）-②
ボランティア等の受入れに対する基
本姿勢を明確にし体制を確立してい
る。

b

ボランティアの活動に付き、基本姿勢や学
校教育への協力も明文化されているが、自
立した方が利用する事業所となる為、ボラ
ンティアの受け入れは限定的となってお
り、ボランティアを必要とする活動は少な
い。依ってマニュアル等は準備されていな
い。

Ⅱ-４-（２）-①
福祉施設・事業所として必要な社会
資源を明確にし、関係機関等との連
携が適切に行われている。

b

地域の関係機関・団体に付いて、個々の利
用者の状況に対応できる社会資源を明示し
たリストや資料を作成しており、職員間で
情報の共有化が図られ周知されているが、
定期的な連絡会等は行なわれていない。退
所後のアフターケアに付き、必要があれば
利用者の居住地域に出向き、関係機関との
調整や相談に応じ、便宜を図っている。

Ⅱ-４-（３）-①
福祉施設・事業所が有する機能を地
域に還元している。 b

センターとしてスペースを活用して、施設
やグランドの貸出や事業公開の機会を設け
地域に対し情報発信している等、地域との
交流を図っている。又、災害等の有事の際
の福祉避難所として登録されており、地域
での役割を負っている。尚、相談支援の部
門はあるが利用者向けであり、地域との対
応は行なっていない。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ-４-（３）-②
地域の福祉ニーズにもとづく公益的
な事業・活動が行われている。 b

部門としては、高次脳機能障害に対応した
リハビリテーションの専門家として、これ
に関わる情報発信を事業公開の機会等を利
用して行なっているが、民生委員・児童委
員との連携や相談事業を通じての地域の福
祉ニーズの把握等は行なわれていない。

Ⅲ-１-（１）-①
利用者を尊重したサービス提供につ
いて共通の理解をもつための取組を
行っている。

b

理念の一番目に基本的人権の尊重を掲げ、
職員にも周知徹底されている。公務員とし
て遵守しなければならない各種規定や規則
に、倫理規定や懲罰規定も明示されてい
る。基本概念として、基本的人権の尊重は
個々の訓練に付いてのマニュアル等にも反
映されている。又、基本的人権への配慮に
ついては、グループ内での勉強会でも取り
上げられているが、実施状況に付き検証す
る様な仕組はない。

Ⅲ-１-（１）-②
利用者のプライバシー保護等の権利
擁護に配慮した福祉サービス提供が
行われている。

b

個人情報保護や虐待防止に関する規程・マ
ニュアル等は準備されているが、プライバ
シー保護に特化しての物は策定されていな
い。基本的には日常生活は普通に行える利
用者なので、必要な範囲でのプライバシー
への配慮や設備対応になっている。不適切
な事案が発生した場合の対応方法等に付い
ては、倫理規定等にも明示されている。

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

Ⅲ-１-（２）-①
利用希望者に対して福祉サービス選
択に必要な情報を積極的に提供して
いる。

b

パンフレットは公共施設や全国の関係施設
に配布されているが、理念・基本方針は掲
載されていない。組織を説明する数種の資
料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で
誰にでもわかるような内容におり、内容に
付いては定期的に見直しを行なっている。

Ⅲ-１-（２）-②
福祉サービスの開始・変更にあたり
利用者等にわかりやすく説明してい
る。

b

サービス開始時には重要事項説明書等を用
いて説明しており、契約に当たっては捺印
を貰う事で同意を確認している。サービス
開始・変更時には、失語の方等、利用者の
状況に応じて丁寧に説明し理解を得る様に
配慮している。特に退所後のアフターケア
に付いては、利用者が出身地域に戻っても
必要があれば訪問してケアを行なってい
る。意思決定が困難な利用者への配慮に付
いてのルール化等はされていない。

Ⅲ-１-（２）-③
福祉施設・事業所の変更や家庭への
移行等にあたり福祉サービスの継続
性に配慮した対応を行っている。

b

施設の変更や家庭への移行等にあたって
は、不利益が生じないように配慮しアフ
ターケアが行なわれている。利用者が出身
地域に戻っても必要があれば訪問してケア
を行なっている。在籍時は１人の担当者が
修了まで継続して担当する仕組となってお
り、退所後も引き続き窓口として対応して
いる。移行時の手順や引継文書は策定され
ていない。

Ⅲ-１-（３）-①
利用者満足の向上を目的とする仕組
みを整備し、取組を行っている。 b

退所時に利用者アンケートを行い、サービ
スの質の向上に反映すべく詳細にデータま
とめ・分析が行なわれ、結果の評価や検討
は行なわれている。利用者から直接意見や
要望を聞く為の家族会や利用者会は設立さ
れていない。

Ⅲ-１-（4）-①
苦情解決の仕組みが確立しており、
周知・機能している。 b

苦情解決の仕組（苦情解決責任者の設置、
苦情受付担当者の設置、第三者委員の設
置）が整備されており、重要事項説明書に
も掲載され利用者に周知されている。資料
は所内掲示されており逐次確認されてい
る。処理された苦情内容に付いては、適切
に記録され利用者にフィードバックされて
おり、必要な内容に付いては公表されてい
る。

Ⅲ-１-（4）-②
利用者が相談や意見を述べやすい環
境を整備し、利用者等に周知してい
る。

b

相談に付いてのみの仕組は策定されておら
ず、明文化もされていないが、相談するス
ペースに付いては、相談しやすい、意見を
述べやすい環境が整備されている。

Ⅲ-１-（4）-③
利用者からの相談や意見に対して、
組織的かつ迅速に対応している。 b

職員は、日々の福祉サービスの提供におい
て、利用者が相談しやすく意見を述べやす
いように配慮し、適切な相談対応と意見の
傾聴に努めているが、相談に特化したマ
ニュアル等は策定されていない。相談に関
しての意見箱は設置されておらず、アン
ケートも行なわれていない。

Ⅲ-１-（5）-①
安心・安全な福祉サービスの提供を
目的とするリスクマネジメント体制
が構築されている。

b

リスクマネジメントに関する委員会等は設
置されていない。有事の際の対応に付い
て、責任や担当、手順等を含んだマニュア
ルは策定されているが、説明が全て文章で
書かれている為、緊急事態に何処まで瞬時
に判断できるのか、疑問が残る。ヒヤリ・
ハット事例の収集は積極的に行われ、デー
タとして記録されている。要因分析や改善
策の検討は都度行なわれているが、評価・
見直しをして今後の対応に結びつける方向
付けはされていない。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　 利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）　 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ－１－（５）　 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ-１-（5）-②
感染症の予防や発生時における利用
者の安全確保のための体制を整備
し、取組を行っている。

a

感染症対策委員会が設置されており、管理
体制が整えられている。対応マニュアルは
各種感染症別に策定されているが、文章表
記の為、瞬時に判断できるのか、疑問が残
る。定期的に医師や看護師が講師になり勉
強会等を開催している。病院が組織内にあ
る事もあり、万全な対応体制が準備されて
いる。

Ⅲ-１-（5）-③
災害時における利用者の安全確保の
ための取組を組織的に行っている。 b

災害対応マニュアルが策定されており、対
応体制が整えられている。有事の際の食料
や備品類等の備蓄計画を整備しており、事
業継続計画(ＢＣＰ)の検討も詳細に進めら
れている。只、避難誘導の際の安否確認方
法に付いて触れられておらず、地域と連携
しての総合防災計画等も策定されていな
い。

Ⅲ-２-（１）-①
提供する福祉サービスについて標準
的な実施方法が文書化され福祉サー
ビスが提供されている。

b

技術的な介助方法を記したマニュアルは策
定されており、実際に実施されているかど
うかを確認する仕組みはあるが、利用者の
権利擁護やプライバシーの保護に付いての
記述はない。

Ⅲ-２-（１）-②
標準的な実施方法について見直しを
する仕組みが確立している。 c

標準的な実施方法の見直しをする仕組みは
準備されていない。

Ⅲ-２-（２）-①
アセスメントにもとづく個別的な福
祉サービス実施計画を適切に策定し
ている。

a

決められたアセスメント様式に従いアセス
メントが実施され、それに基づき個別支援
計画が策定される手順となっている。アセ
スメント時・個別支援計画策定時とも、部
門を横断したカンファレンス、後に支援調
整会議、最終的な決定会議として支援決定
会議が行なわれる仕組となっている。個別
支援計画は年４回の評価・見直しが行なわ
れ、ＰＤＣＡが展開されている。記憶障害
等、支援困難ケースに付いては、容態の軽
重に対応したサービスの提供が行われてい
る。

第三者評価結果 コメント

Ⅲ-２-（２）-②
定期的に福祉サービス実施計画の評
価・見直しを行っている。 b

年４回、３ヶ月毎に定期的にモニタリング
を実施し、支援会議等で見直しを行ってお
り、結果、変更する必要が生じた場合は都
度、訂正されるが、福祉サービスの質の向
上に関わる課題等は明確にされていない。

Ⅲ-２-（３）-①
利用者に関する福祉サービス実施状
況の記録が適切に行われ、職員間で
共有化さている。

a

利用者の身体状況や生活状況等はフェース
シートに記録されており、個別支援計画も
合わせ利用者の状況の記録は適切に行なわ
れている。職員の記録方法の標準化に付い
ては、上長への報告時に確認され、差異が
生じない様、チェックされている。情報は
ネットワーク上の共有フォルダーにより管
理され、メールの配信時に情報の分別も計
られている。

Ⅲ-２-（３）-②
利用者に関する記録の管理体制が確
立している。 b

個人情報保護規程や公務員法に利用者の記
録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関す
る規定を定めている。又、漏洩等の不適切
事案に対しても懲罰規定含め規定されてい
る。職員は個人情報保護に付いて理解して
おり、利用者や家族にも説明しているが、
教育・研修等は実施されていない。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

Ａ-１-（１）-①
利用者の自己決定を尊重した個別支
援と取組を行っている。 b

利用者の自立や自己決定・主体的な活動に
付いては、利用者の意向やエンパワメント
の力を尊重しながら、その発展を促すよう
に支援を行っている。ある程度自立した方
が利用する施設の為、趣味活動や衣服・理
美容・嗜好品等に関してサジェスチョンす
る事は余りない。利用者会等は設けられて
いない為、生活に関わるルールを話し合い
で決めるという様な事はない。

Ａ-１-（２）-①
利用者の権利侵害の防止等に関する
取組が徹底されている。 b

身体拘束を緊急やむを得ない場合に、一時
的に実施する際の具体的な手続と実施方法
等を明確に定め、利用者との契約内容にも
説明され、職員に徹底している。所管行政
への虐待の届出・報告に付いての手順等を
明確に定めている。権利侵害が発生した場
合の対応に付き、具体的な内容・事例の収
集や早期発見の為の具体的な取組みは行な
われていない。

Ａ-２-（１）-①
利用者の自律・自立生活のための支
援を行っている。 a

ある程度自立した方が利用する施設の為、
関わる事は少ないので見守りの姿勢を基本
とし、必要な時には迅速に支援している。
利用者の心身の状況や生活習慣、望む生活
等を理解し、一人ひとりの自律・自立に配
慮した個別支援を行っている。自立の動機
付けの為、外部施設の見学会等も行なって
いる。その他、行政手続や生活関連サービ
ス等の利用も支援している。

第三者評価結果 コメント

Ａ-２-（１）-②
利用者の心身の状況に応じたコミュ
ニケーション手段の確保と必要な支
援を行っている。

a

言語のコミュニケーションが旨く行かない
方には、ノートに書くことでコミュニケー
ションを図っている。又、スマホやボイス
レコーダーを利用する等、コミュニケー
ション手段を選び利用者の意思や希望をで
きるだけ適切に理解するための取組を行っ
ている。

Ａ-２-（１）-③
利用者の意思を尊重する支援として
の相談等を適切に行っている。 a

日々の支援の中で相談を受けており、必要
に応じて情報提供や説明を行なっている。
３ヶ月に１回の個別支援計画の評価・見直
しの際にも利用者の意思決定を尊重し、個
別支援計画への反映と支援全体の調整等を
行っている。

Ａ-２-（１）-④
個別支援計画にもとづく日中活動と
利用支援等を行っている。 b

利用者の希望やニーズに基づくメニューを
利用者の進度状況によりフレキシブルなプ
ログラムとして組立を行なっている。又、
地域のイベント情報の提供や高次脳機能障
害者の集まり等の情報提供と、必要に応じ
た利用支援を行っている。、レクリエー
ションや余暇等に関する情報提供等はあま
り行なわれていない。

第三者評価結果 コメント

Ａ-２-（１）-⑤
利用者の障害の状況に応じた適切な
支援を行っている。 a

職員は内外の講習会や勉強会から専門知識
を習得し、支援の向上を計っている。内部
のカンファレンスにより利用者の障害によ
る行動や生活の状況などを把握し、職員間
で支援方法等の検討と理解・共有を行って
いる。利用者を障害の状況に応じて３グ
ループに分け、支援方法の検討・見直しや
環境整備等を行っている。

Ａ－１ 利用者の尊重と権利擁護

Ａ－１－（１） 自己決定の尊重

Ａ－１－（２） 権利侵害の防止等

Ａ－２ 生活支援

Ａ－２－（１） 支援の基本



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

Ａ-２-（２）-①
個別支援計画にもとづく日常的な生
活支援を行っている。 a

食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本
としておいしく、楽しく食べられるように
工夫されている。機会を見て外での会食を
計画する事もある。食事の内容は、利用者
に併せた形態で対応している。入浴は見守
り程度になるが、対応している。通常の事
として、移動・移乗支援を行っている。

Ａ-２-（３）-①
利用者の快適性と安心・安全に配慮
した生活環境が確保されている。 d

非該当

Ａ-２-（４）-①
利用者の心身の状況に応じた機能訓
練・生活訓練を行っている。 a

当部門の主業務となっている為、全てが実
施している内容となる。

Ａ-２-（５）-①
利用者の健康状態の把握と体調変化
時の迅速な対応等を適切に行ってい
る。

a

利用者の状態に合わせ、随時問題があれば
施設内の医師が対応しているし、健康管理
室による３ヶ月１回の検診や利用者によっ
ては毎月健康診断がプログラムに織り込ま
れている。又、看護師による健康教室や健
康講話が定期的に行われている。

Ａ-２-（５）-②
医療的な支援が適切な手順と安全管
理体制のもとに提供されている。 d

非該当

Ａ-２-（６）-①
利用者の希望と意向を尊重した社会
参加や学習のための支援を行ってい
る。

d
非該当

Ａ-２-（７）-①
利用者の希望と意向を尊重した地域
生活への移行や地域生活のための支
援を行っている。

a

全国からの受け入れとなる為、当該地域支
援機関と連携して支援している。その為、
場合によっては利用者と共に出張し、地域
生活に関する課題等を把握し、具体的な生
活環境への配慮や支援を行っている。

Ａ-２-（８）-①
利用者の家族等との連携・交流と家
族支援を行っている。 a

個別支援計画の見直し時には家族も含め
ニーズの確認が行なわれ、個別に年２回の
家族教室を開催し家族等と意見交換する機
会を設けている。又、家族等からの相談に
応じ、必要に応じて助言等の家族支援を
行っている。利用者の体調不良や急変時の
家族等への報告・連絡ルールが明確にされ
適切に行われている。

Ａ-３-（１）-①
子どもの障害の状況や発達過程等に
応じた発達支援を行っている。 d

非該当

Ａ-４-（１）-①
利用者の働く力や可能性を尊重した
就労支援を行っている。 a

殆どの利用者が修業後の就労を希望してお
り、利用者一人ひとりの障害に応じた就労
支援を行っている。利用者によっては面接
方法や履歴書の書き方等も含め支援してい
る。地域の企業や関係機関、家族等との連
携・協力のもとに就労支援を行っている。

Ａ－２－（８） 家族等との連携・交流と家族支援

Ａ－３ 発達支援

Ａ－３－（１） 発達支援

Ａ－４ 就労支援

Ａ－４－（１） 就労支援

Ａ－２－（７） 地域生活への移行と地域生活の支援

Ａ－２－（２） 日常的な生活支援

Ａ－２－（３） 生活環境

Ａ－２－（４） 機能訓練・生活訓練

Ａ－２－（５） 健康管理・医療的な支援

Ａ－２－（６） 社会参加、学習支援



評価結果詳細（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局生活訓練課）

第三者評価結果 コメント

Ａ-４-（１）-②
利用者に応じて適切な仕事内容等と
なるように取組と配慮を行ってい
る。

d
非該当

Ａ-４-（１）-③
職場開拓と就職活動の支援、定着支
援等の取組や工夫を行っている。 d

非該当


